
JP 2020-49274 A5 2020.10.22

10

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】令和2年10月22日(2020.10.22)

【公開番号】特開2020-49274(P2020-49274A)
【公開日】令和2年4月2日(2020.4.2)
【年通号数】公開・登録公報2020-013
【出願番号】特願2019-230197(P2019-230197)
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｆ   2/24     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６１Ｆ    2/24     　　　　

【手続補正書】
【提出日】令和2年9月8日(2020.9.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自然心臓弁の弁輪に埋め込まれる幾何学的形態を有する生体心臓弁アセンブリを含むカ
テーテルを有する生体心臓弁アセンブリの最小限に因襲的な埋め込み用アセンブリであっ
て、
　ａ．近端部と遠端部とを有するカテーテルであって、該遠端部が生体心臓弁を折り畳ん
だ形状で維持している、カテーテルと、
　ｂ．前記カテーテルの前記遠端部に設けられて、前記生体心臓弁を圧縮した形状で維持
している、筐体と、
を備え、
　前記生体心臓弁が、
　　ｉ）入口開口端と、その反対端の出口開口部とを有する管状構造体であって、圧縮さ
れた形態で維持されている複数の相互接続された要素で構成され、前記複数の相互接続さ
れた要素がウイングレットで構成される、管状構造体と、
　　ｉｉ）前記入口開口部と前記出口開口部との間の内側環状部を覆っている生体適合性
材料と、
　　ｉｉｉ）並列する縁部に液密シールを形成することが可能な複数の弁葉で構成された
弁であって、前記複数の弁葉の周囲が一緒に、前記入口開口部と前記出口開口部との間の
前記弁アセンブリの内部の周囲に液密シールを形成するよう構成されている、弁と、
を備え、
　前記管状構造体が、前記入口開口部が前記出口開口部より小さい直径を有するように前
記管状構造体がその長さに沿ってテーパしている直径を有するよう構成されていることを
特徴とするアセンブリ。
【請求項２】
　前記複数の弁葉が前記生体適合性材料に縫合されていることを特徴とする、請求項１に
記載のアセンブリ。
【請求項３】
　前記延出部が第１端部および第２端部のそれぞれにおいて、前記ステントの管状構造体
の長手方向に沿う軸から突出していることを特徴とする、請求項１または２に記載のアセ
ンブリ。
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【請求項４】
　前記延出部がステント部材の上外周面の周囲に配置されていることを特徴とする、請求
項１または２に記載のアセンブリ。
【請求項５】
　ステント部材が、端部にアイレットを有する複数の垂直棒材で構成されていることを特
徴とする、請求項１から４いずれか１項に記載のアセンブリ。
【請求項６】
　前記圧縮された形態のステント部材に取り付けられるホルダをさらに備えることを特徴
とする、請求項１から５いずれか１項に記載のアセンブリ。
【請求項７】
　前記アイレットが前記ホルダの内部の取付具に係合するように構成されていることを特
徴とする、請求項６に記載のアセンブリ。
【請求項８】
　前記拡張可能なステントおよび前記弁が、前記生体心臓弁アセンブリを維持する搬送デ
バイスと組み合わされるよう構成されているとともに、該搬送デバイスが搬送デバイスの
内部に前記弁を圧縮された形態で維持するよう構成されており、前記搬送デバイスが、前
記管状構造体の長手方向の軸方向の長さの少なくとも一部を被覆するスリーブを有するカ
プセル状デバイスを有することを特徴とする、請求項１から７いずれか１項に記載のアセ
ンブリ。
【請求項９】
　前記カプセル状デバイスが、異なる直径を有し、且つ同心状に配置された複数のスリー
ブで構成されており、
　少なくとも１つのスリーブが、同心状であり、且つ別のスリーブの周囲で摺動可能であ
ることを特徴とする、請求項８に記載のアセンブリ。
【請求項１０】
　延出部の第１のリングおよび延出部の第２のリングであって、前記ステントが前記拡張
された形態であるとき、前記円錐台の外周面に沿って該第１のリングと該第２のリングと
の間に環状空間を形成するように離間され、且つ房室心臓弁の自然弁輪を収容するサイズ
である、延出部の第１のリングおよび延出部の第２のリングで前記ステント構造が構成さ
れていることを特徴とする、請求項１から９いずれか１項に記載のアセンブリ。
【請求項１１】
　前記複数の延出部の各々が、記憶金属で形成されている、丸みのある、且つ非外傷性の
細長い部分を有することを特徴とする、請求項１０に記載のアセンブリ。
【請求項１２】
　前記下部における前記延出部の前記リングが前記ステントの下縁に近接して配置されて
いることを特徴とする、請求項１０に記載のアセンブリ。
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